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第１章 包括外部監査の概要 

 

 １ 監査の種類 

   地方自治法第２５２条の３７第１項及び第２項に基づく包括外部監査 

 

 ２ 監査の対象 

  ⑴ 対象事項（選定した特定の事件） 

    「区役所，支所の事務，事業」 

 

⑵ 監査対象年度 

平成２５年度。 

ただし，必要に応じて平成２４年度以前も監査の対象とする。 

 

 ３ 監査の実施期間 

   平成２６年４月４日から同２７年３月２４日まで 

 

 ４ 監査の体制 

   包括外部監査人弁護士 小 林 裕 彦 

   補助者 弁護士    塩 﨑 篤 史 

   補助者 弁護士    丸 山 洋 平 

   補助者 公認会計士  小 橋 仙 敬 

   補助者 公認会計士  宮 﨑 栄 一 

 

 ５ 利害関係 

   包括外部監査人及び補助者は，監査の対象とした事件について地方自治法第２５２ 

  条の２９に規定する一切の利害関係を有していない。 

 

 ６ 特定の事件（監査のテーマ）の選定理由 

  ⑴ 区役所，支所の本市に占める重要性 

    本市の区役所，支所は，戸籍関係，選挙管理のほか，区づくり推進等地域振興， 

   税務，国保年金等福祉，農林水産振興，市道・県道等の建設，維持管理等，住民に 

   身近なさまざまな広範な行政サービスを提供しており，住民に必要な窓口業務をほ 

ぼ網羅している総合的な行政サービス主体といえる。 

    本市の区役所の正規職員数合計は８７１人（平成２５年４月１日現在）であり， 

   また，区役所の合計予算執行額（平成２５年度）は２１４億１千万円にも上ってお 

り，区役所の行政は本市の行政の中でも極めて重要な地位を占めている。 
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    加えて，区役所，支所の事務，事業が住民の生活に密着していることからも，区 

   役所や支所の事務，事業が適正かつ合理的に行われているかどうかは，住民の重大 

   な関心事であろうと考えられる。 

 

  ⑵ ガバナンスの不十分さのリスク 

    しかし，区役所，支所は本庁から距離的に離れていることや，本庁から組織的に 

   独立した行政主体であるため，議会や監査委員等のチェック等のガバナンスが不十 

   分になる可能性がある。 

    また，区役所，支所においては，地域の諸団体や住民との間で長年にわたって形 

   成されてきた関係や合併された旧町におけるさまざまな慣行などにより本庁に比べ 

   てガバナンスが不十分となっている可能性もある。 

  

  ⑶ 都市内分権の観点 

    政令指定都市においては，各区の管内に抱える人口が多く，組織も大規模である 

   ため，住民に身近な行政サービスを適正に提供することのみならず，住民の意思を 

   行政運営に的確に反映させることが課題となっている。 

    また，住民自治の観点から，住民に身近な行政サービスについて，住民により近 

   い単位で提供する「都市内分権」により区役所や支所等の役割を拡充することを検 

   討することも今後の課題である。 

    このため，区役所，支所の事務，事業に関しては，財務事務に限定した合規性の 

   観点のみならず，組織・定数，窓口業務，住民サービス，ガバナンス等の財務に関 

   連した事務，事業が経済的，効率的，有効的に機能しているかどうかという３Eの 

   観点からの業績の評価も重要になると考えられる。 

    

  ⑷ 本庁と区との役割分担 

    昨今，政令指定都市においては，本庁と区の役割分担に関する議論が多くなされ 

   ているところである。 

    かかる状況下で，あくまでも財務監査をベースとしながらも，市の事務の一部を 

   区が専ら所管する事務と定めることができることとすべきか，区長が市長から独立 

   した人事や予算等の権限，例えば，区の職員の任命権，歳入歳出予算のうち専ら区 

   に関わるものに係る市長への提案権，市長が管理する財産のうち専ら区に関わるも 

   のの管理権などを持つこととすべきか等，第３０次地方制度調査会の答申で述べら 

   れたような本庁と区の将来に向けた役割分担も視野に入れつつ，区，支所の事務， 

   事業の全般を監査する必要があると考えられる。 
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  ⑸ 内部統制とガバナンスの観点 

    加えて，地方自治体への内部統制の導入と整備の議論も行われている。 

    今回の監査に当たっては，区役所，支所等の事務，事業の合規性，経済性，効率 

   性，有効性の観点からの監査のみならず，区役所，支所の各現場において，内部統 

   制的なシステムがとられているか，区役所，支所の内部，外部からのガバナンスは 

   有効かつ効果的に機能しているかという点にも留意する必要があると考えられる。 

 

  ⑹ まとめ 

    以上の観点から，単なる区役所，支所の事務，事業の財務関係の合規性監査のみ 

   ならず，合併による行政区域の広域化に伴い，区役所や支所の行政機能が本庁との 

   関係で合理的に機能しているかどうかなどを，区役所等を１つの行政サービス提供 

   主体として捉えるという切り口で，区役所，支所の事務，事業全般について，経済 

   性・効率性・有効性のいわゆる３Ｅの観点から総合的に監査を行うことは有用であ 

   ると判断した。 

    また，４つの区役所において，事務，事業の執行に差異が生じていないか，４つ 

の支所に不合理なローカルルールが残っていないか，逆に地域の特別な行政需要が 

あるにもかかわらず，行政の画一性の名の下に当該行政需要に応じられていないと 

いう不合理な点がないか，合併地域について合併前と比較して住民に行政サービス 

面での不便が生じていたり，地域の文化や伝統が喪失するなどの不都合が生じてい 

ないかなどの業績監査的監査の観点も財務監査に関連させて検討を加えたいと考え 

ている。 

 

 ７ 監査対象部署 

 監査の対象は，北区役所，中区役所，東区役所，南区役所，御津支所，建部支所， 

瀬戸支所，灘崎支所，各地域センター等である。ただし，各区役所の福祉事務所，各 

支所と各地域センターの福祉事務は除く（この理由は後述する。）。 

 

 ８ 監査方法 

  ⑴ 監査項目の設定の重要性 

    本市においては，いわゆる市民に密着した現場の窓口行政として，４区役所，４ 

   支所，１３地域センター等が存在し，その事務，事業は非常に多岐にわたる。 

    このため，今回の監査に当たっては，区役所，支所の事務，事業の違法，不当の 

   リスクを認識，評価して，監査項目をどのように設定するかが重要となる。 

 

⑵ 監査項目の設定の方法 

  まず，区役所，支所の事務，事業については，大きく分けて，財務事務の法規準 
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 拠性及び３Ｅの観点からの監査と，財務に関連した業績の法規準拠性及び３Ｅの観 

 点からの監査に分けられる。 

    次に，区役所，支所の財務事務の監査については，①収入，②支出，③現金等の 

   管理，④契約，⑤施設等財産の管理，⑥補助金の交付等の各項目ごとに，区役所， 

   支所において，合規性，３Ｅの観点から違法，不当の事象が発生するリスクが高い 

   と考えられる事項について，監査項目を設定した。 

  さらに，区役所，支所の財務に関連した業績の監査については，①組織，定数， 

 ②窓口業務，③住民サービス等，④ガバナンスの各項目ごとに，同じく合規性，３ 

 Ｅの観点からリスクが高いと考えられる事項について，監査項目を設定した。  

 

⑶ 違法，不当のリスクの認識，評価 

    違法，不当のリスクが高いかどうかの評価は，あらかじめ，区役所，支所の事務， 

   事業の全体的な予備調査を経て，合規性，３Ｅの観点から検討した。 

    例えば，消耗品等の検収が確実になされているかどうかは，預け金等の会計不正 

   は検収が物品購入担当者と独立して厳格になされていなかったことが大きな原因の 

   一つであるため，当初は大きなリスクとして捉えていたが，本市においては，予備 

   調査の過程で，消耗品等の購入の全件について，検査員、検査立会人及び受領確認 

を行った者が職氏名を自署し、検査の後に所属長が確認し押印するという厳重な内 

部統制がとられているようになっていたことが判明したので，不正のリスクが少な 

いと評価して監査項目からはずしている。 

    また，監査項目に従った監査の過程で新たな違法，不当のリスクを発見した場合 

   は，監査項目を適宜追加している。 

    さらに，監査は，担当者からのヒアリングと財務関係の証拠等の予備調査を経て， 

   違法，不当のリスクが高いと判断したものは精査，それ以外は試査を行った。 

 

  ⑷ 監査意見の表明（評定） 

    第３章の区役所，支所等の事務，事業（財務関係）と第４章の区役所，支所等の 

   事務，事業（非財務関係）においては，以下の６０項目の監査項目ごとに監査を行 

   い，その結果として監査意見の表明（評定）を行っている。 

    監査意見の表明（評定）の意味は次のとおりである。 

    指摘・・・・違法又は不当であり，是正，改善を求めるもの。 

    意見・・・・違法又は不当ではないが，是正，改善を求めるもの。 

    提言・・・・是正，改善までは必ずしも求めないが，包括外部監査人の提言又は 

          問題意識として述べるもの。 
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  ⑸ 対象年度の記載 

    第２章以降の記載において，特に断らない限りは平成２５年度の数値である。 

 

  ⑹ 本件監査報告書の記載の順序 

 

   ア 第２章 

     以下，第２章では，監査項目を合計６０個抽出して，それらのそれぞれについ 

    て，包括外部監査人が区役所，支所の事務，事業について，どのようなリスクが 

    あると認識しているのかが分かるように記載している。 

 

   イ 第３章 

     第３章では，区役所，支所の財務事務の監査を，すなわち，第２章のチェック 

    項目の１～４１の監査項目に対応する部分を記載している。 

     はじめに，区役所，支所の共通事項を記載している。 

     次に，監査結果が一覧できるように，区役所，支所ごとのチェック表を冒頭に 

作成して，その後にそれぞれ監査項目の番号に対応する監査結果を記載している。 

ただし，チェック表の摘要欄には，指摘，意見の概要のみを記載しており，指摘， 

意見の詳細はチェック表の後の本文に記載している。 

     また，地域センターについては，契約，施設の管理，補助金等地域センターに 

    該当のない監査項目を省略して，合計２６の監査項目のチェック表を作成してい 

    る。 

 

   ウ 第４章 

     第４章では，区役所，支所の財務に関連した業績の監査を，すなわち，第２章 

    の監査項目の後半の４２～６０の監査項目に対応する部分を記載している。 

     この財務に関連した業績の監査については，区役所，支所ごとの問題点という 

    よりは，区役所，支所の事務，事業を全体として捉えて，監査の対象にした方が 

    監査報告書として分かり易いので，区役所，支所ごとのチェック表は作成してい 

    ない。 

 

  ⑺ 読み方の注意 

    区役所，支所の全体像とそれに対する監査結果を理解するためには，第３章の区 

   役所，支所の財務事務の監査よりも第４章の区役所，支所の財務に関連した業績の 

   監査を先に読んでいただいた方が分かり易いと考える。 


